
＜留意＞

＜留意事項＞

基準を満たしているかどうかについての具体的な手順等の詳細は、パンフレット『女性活躍推進法に基づくえるぼし認定・プラチナえるぼし認定のご案内（ https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000676561.pdf ）』等をご覧いただくか、山口労働局雇用環
境・均等室にお問い合わせください。

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）のフローチャート

＜女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画に関して＞
□ 事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業主行動計画を定めた。
□ 上記の一般事業主行動計画について、適切に労働者への周知及び外部公表を行った。
□ 上記の一般事業主行動計画を策定した旨を労働局に届け出た。

＜女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準に関して＞
以下の５つの項目の内、いくつの項目を満たしているか確認してください。

＜次のいずれにも該当しないこと＞
□ （以前に認定申請をしたことがある事業主は）認定取消又は辞退の日から３年を

経過していないこと。
□ 職業安定法第５条の５第１項第３号の規定により、公共職業安定所等が求人の申

し込みを受理しないことができる場合に該当すること。
□ 女性活躍推進法及び女性活躍推進法に基づく命令その他関係法令に違反する重大

事実があること（関係法令に違反する重大事実があった事業主については、是正
等を確認してから１年間を経過していないこと） 。

行っている

該当
しない

【Ａの１～５の項目のうち、満たしていない項目】について
以下をすべてを満たしていますか。（Ａの５つの項目すべてを満たす場
合は、次の枠にお進み下さい）

□ 事業主行動計画指針に定められた取組の中から当該項目に関連する
ものを実施している。

□ 上記の取組の実施状況について「女性の活躍推進企業データベー
ス（※２）」に公表している。

□２年以上連続してその実績が改善している。

□ １．採用
次の（ⅰ）と（ⅱ）のいずれかに該当すること。
（ⅰ）男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度であること

（直近3事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率×0.8」が、直近 3事業年度の平均した「採
用における男性の競争倍率」よりも雇用管理区分（※１）ごとにそれぞれ低いこと期間の定めのない
労働契約を締結する労働者として雇い入れることを目的とするものに限る））

（ⅱ）直近の事業年度において、次の①と②の両方に該当すること
①正社員に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が４割を超える場合は４割）以上で
あること。

②正社員の基幹的な雇用管理区分（※１）における女性労働者の割合が産業ごとの平均値（平均値が
４割を超える場合は４割）以上であること

補足：正社員に雇用管理区分を設定していない場合は、①のみ該当すれば足りる

□ ２．継続就業
（ⅰ）直近の事業年度において、次の①と②のいずれかに該当すること

①「女性労働者の平均継続勤務年数」÷「男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分（※1）ご
とにそれぞれ７割以上であること。

②「女性労働者の継続雇用割合」÷「男性労働者の継続雇用割合」が雇用管理区分（※１）ごとにそれ
ぞれ８割以上であること。

（ⅱ）「（ⅰ）」を算出できない場合は、以下でも可。
直近の事業年度において、正社員の女性労働者の平均継続勤務年数が産業ごとの平均値以上であるこ
と

□ ３．労働時間等の働き方
雇用管理区分（※１）ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、直近の
事業年度の各月ごとにすべて45時間未満であること。
・「各月の対象労働者の（法定時間外労働＋法定休日労働）の総時間数の合計」÷「対象労働者数」

＜ 45時間
これにより難い場合は、
・[「各月の対象労働者の総労働時間数の合計」－「各月の法定労働時間の合計＝（40×各月の日数÷７）
×対象労働者数」]÷「対象労働者数」＜ 45時間

□ ４．管理職比率
次の（ⅰ）と（ⅱ）のいずれかに該当すること。
（ⅰ）直近の事業年度において、管理職に占める女性労働者の割合が産業ごとの平均値以上であること。
（ⅱ）「直近３事業年度の平均した1つ下位の職階から課長級に昇進した女性労働者の割合」÷「直近3

事業年度の平均した１つ下位の職階から課長級に称した男性労働者の割合」が8割以上であること。

□ ５．多様なキャリアコース
直近の3事業年度のうち、以下ア～エについて、
・常時雇用する労働者数が301人以上の事業主は2項目以上（非正社員がいる場合は必ずアを含むこと）
・常時雇用する労働者数が300人以下の事業主は1項目以上の実績を有すること
ア 女性の非正社員から正社員への転換（派遣社員：受入れ）
イ 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分（※１）間の転換
ウ 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用
エ おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用

Ａ

満たす項目
が１つ以上
ある

【Ａの１～５の項目のうち、満たしている項目】について
以下を実施していますか
□ 上記の取組の実績について「女性の活躍推進企業データベー

ス（※２）」に公表している。

満たしている

認 定

＜３つ星＞

Ａの５つの項目を
すべて満たしている

Ａの５つの項目の内、
３つ又は４つの項目満
たしている

＜２つ星＞

Ａの５つの項目の内、
１つ又は２つの項目満
たしている

＜１つ星＞ ＜認定マークを以下のものに付すことができます。＞
・商品
・役務の提供の用に供するもの（サービス提供時に着用する制服な

ど）
・商品、役務又は事業主の広告（会社案内など）
・商品又は役務の取引に用いる書類又は通信（名刺、封筒など）
・事業主の営業所、事務所その他の事業場
・インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報（自

社のホームページなど）
・労働者の募集の用に供する広告又は文書（求人票など））

＜認定を受けた後に・・・＞
Ａのうち満たした項目の実績について、認定を受けた後も
毎年少なくとも1回、「女性の活躍推進企業データベース
（※２）」に公表することが必要です。

満たしている えるぼし認定を受けた後、さらに一般事業主
行動計画の目標達成や女性の活躍推進に関す
る取組の実施状況が特に優良である等の一定
を要件を満たし、申請をいただくと「プラチ
ナえるぼし認定」を受けられます。

さらに・・・

＜お問合せ＞

山口労働局雇用環境・均等室
〒753‐8510 山口市中河原町6－16

山口地方合同庁舎2号館5階
（電話）083‐995‐0390（FAX）083‐995‐0389

※２「女性の活躍推進企業データベース」
厚生労働省で設けている企業の女性の活躍推進に係る取り組み等

を掲載するためのサイトになります。
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/

女性の活躍推進に関する状況が優良である等の企業を厚生労働大臣（権限を都道府県労働局長に委任）が認定する制度（えるぼし認定）があります。

認定の申請には、下のフローチャートを参考にして下さい。フローチャート内の「□」の全てにチェック（ただし、下のＡ枠内の「□」は、５つの内、1つ以上にチェック）できれば、原則えるぼし認定を受けることができます。

※１「雇用管理区分」
職種、資格、雇用形態、就業形態等の労働者の区分であって、当

該区分に属している労働者について他の区分に属している労働者と
異なる雇用管理を行うことを予定して設定しているものをいう。雇
用管理区分が同一かの判断にあたっては、従事する職務の内容、人
事異動（転勤、昇進・昇格を含む）の幅や頻度において他の区分に
属する労働者との間に、客観的・合理的な違いが存在しているかに
よって判断する。

（例：総合職（事務系）、総合職（技術系）、一般職（事務系）、
契約社員、パートタイム労働者 ／ 総合職、エリア総合職、
一般職 ／ 事務職、技術職、専門職、現業職 など）


